
V

書式第3号の① (法第44条・51条関係)

認定基準等チェック表 (第 1表 相対値基準・原則用)

健菫申①
・ 実
"‖

0日期間と:ム 中■■組出の出m=終了した事桑年凛の末日以前2年 御回観諄2年、口新は6年)内に終了した各事彙年度

のうち最も早い事業年魔の初日から申腑書提出の自前に綺了した事業年度の末日まで硼‖

『

0九

例え:ム 3月決算法人力怜和5年 7月に申謗薔を撮出する場合、過去2鋼内に事業年度の責更を行つていなけ‖ム 奥饉判定期間

は初め壷 を受ける去人の場合は令和3年4月 1日から令和5年3月 31日 (要噺

"は

5事彙年度)となります。

・ チェック襴こは、.この豪C耀‖
“

明ロロを終了し、1基準を満たしていることを確日したら『チェック‖Lにチエックを配載してくだ

さい G:2表以下についても同欅です。)。

・ (〕こついて!よ ′l麒以下第3位を切り捨てだ欧菫を目餞してください。

i  ′
V

実闘ヨ帷期間 m19年 4月 1日～2鬱4年 3月 31日法人名 特定非営利活動法人人王子つばめ塾

チェフタ相

′

経常収入金饉のうちに寄附金等収入金自0占める割合力(嗅麟円定期間.Cド配瀾鬱事項,照)におい

て5分の1(20%)以上であること。
1

実 績 判 定 期 間

①

“

,“Q875円

αD

② 37,617,968円

基準となる鶴合 .(②÷①) ③ 86●5%

経 常 収 入 金 額 (0の 金 口 )

総 収 入 金 額 ⑦ 61,088,760円

控

除

金

額

国の補助金等の金額 (②欄に金額の記崚がある場創主 記入不つ ④ 0円

委託の対価としての収入で国等から支払われるものの目慣 ② 0円

法律等の規定に基づく事業で、その対価を国又は地方公共団体が負担することとされて

いる場合の負担金額
○

0円

資産の売却反人で動 なものの金額 O 0円

遺贈により受け入れた寄附金等のうち基璃限魔超過額に相当する金額 (付表1(相対値

」1:1,1・ ,亭1目 lll層l)CDlll(7)「 ( )」 )
②

11,“5,“5円

詢附者の氏名(法人の名称)等が明らかなもののうち、同一の者からの翻附金でその合計

額が1千円未満のものの額 (付表1(相対値基津・J讀l月)C】D
〇

72円

割附者の氏名 (法人の名称)等が明らかでない寄附金額 (付表1(相対値基準・,患!用 )

CD
②

●00■ 9“ 円

休眠預金等交付金関係助成金 (付表 1(相対値基準。原則D(DD ② 0円

却 la順 (② ④ ⑫ o襲■● 0イト0) O 43,“Q舒5円

寄 ‖ 金 等 収 入 金 ■ 〈○ の 金 額 )

①

“

,4η ,408円受入翻附金総額 (付表1(相対値基準・J讀l用)(3D
14,777,410円②一者当たり基準限度超過顧の合引額 (付表 1(相対値基準・原員l明)(DD

72円
④寄附者の氏名(法人の名称)等が明らかなもののうち、同一の者からの翻附金でその合

計額が1千円未満のものの額 (付表1 脩劇値基準・原員1媚)CttD

⑫ 6,081,958円寄附者の氏名(法人の名功う等が明らかでない翻附金額 (付表 1 俯関瞳基準・願
l囃

◎ D
② 0円

控

除

金

額

休眠預金等交付金関係助成金 (付表1(相対値基準。,諏:旧)(〕D

37,617,908円②却 1翻順 (00-C卜00)
② 0円会費収入 (②欄と付表2(相対値基準用)C瀬のうちいずれ力沙なし錮

② 0円国の補助金等の金額 (②欄の金額を限度とする。)

② 37,617,908円合計金額 (②+②+(D



書式第3号の③ (法第44条・51条関係)

受け入れた寄附金の明細衰 第 1表付表 1(相対値基準・原則用)

法人名 特定非営利活動法人八王子つばめ塾 実績判定期間 2019年 4月 1日 ～201И 年 3月 31日

1 基準限魔額の計算

2 寄附者の氏名 法人・団体にあっては、その )及びその住所が明 かでない書附金

3 寄附者の氏 (法人・団 にあつては の名 )及びそ らかな寄附金
つ

 ヽ ′
V

受 入 寄 附 金 総 額 ① 5t477,408円

休 眠 預 金 等 交 付 金 関 係 助 成 金 ③ 0円

基準限度額 (受入寄附金総額から休眠預金等交付金関係助成金

の額の総額を控除した金額の 10%相当額 ((④―⑤)× 10%))
◎ 5,847,740円

基準限度額 (受入寄附金総額から休眠預金等交付金関係助成金

の額の総額を控除した金額の50%相当額 ((0-0)× 50%))
◎ 29,238,704円

① 6,081,968P]
①のうち寄附者の氏名 (法人・団体にあっては、その名称)

及 び そ の 住 所 が 明 ら か で な い 寄 附 金 の 額

①のうち基準限度超過
額 (①―②)

③②
①相と◎ (特定公益増進

法人、郎定特定非営利活

動法人については0)欄
のいずれか少ない金額

役職

①

寄附金額寄附金の合計額が 20万円
以上の役員の氏名

＞

円

＞

円

＞

円
一

該当なし

＞

円

＞

円

＞

円

＞

円

＞

円

＞

円

＞

円

＞

円

＞

円

＞

円

＞

円

＞

円

＞

円

＞

円

＞

円

＞

円口
二

＞

Ｉ
＞

円

＞

円

＞

円

0円0円
○

0円

役員等からの寄附金の額が 20万円以上

のものの合計額

0円150,αЮ円
⑥

150,αЮ円

特定公益増進法人、認

定特定非営利活動法人

(11,419,870)

14,7722112_旦
(5,347,740)
3■生■壺旦円

O (17,267,610)

Q2,21二
`228 El_

〇相以外の同

一の者からの

寄附金の額が

1千円以上の

ものの合計額
◎相以外の者

①

72円

同一の者からの寄附金の額が 1千円

未満のものの合計額

0円
①休眠預金等交付金関係助成金

①
(11,419,870)

14,777,410円⑩
(17,267,610)

52,395,4“)円合  計 (① +◎ +O+① +① )

(818お
な日の「()」 には、遺贈 (■与者の死亡により効力を生する■与を含み討 。)により受け入れた書‖金又は■与童の被押婆

人:こ係る相崚の開始があったことを知つた日の里日から 10月以内に当臓相繊により当餞贈与者が■■した財壼9全部又は一椰を当瞭■

与者から口与 (贈与者の死亡により鶴力を生する腱与を朦きます.)により受け入れた書‖金の1口を屁●してください。



書式第3号の⑤ (法第44条・51条関係)

社員から受け入れた会費の明細表 第 1表付表2(相対値基準用)

法人名
特定非営利活動法人人王子つ

ばめ塾
実績判定期間 2019年 4月 1日 へ′2024年 3月 31日

社員の会費に関する基準

社員の会費の額を分子に算入する場合は、実績判定期間において、次のイと口の基準を満たす必

要があります。

※ イと日の基準を満たしている場合は、「2
を行つてください。

社員の会費の額の受入寄附金算入限度額の計算」

v 2 社員の会費の額の受入寄附金算入限度額の計算

社員の会費の額の合計額

共益的活動の割合 (第 2表③相 )

①から控除する金額 (①X② )

差 弓1 金 額 (①―③)

③
円

○
円

↓

表 (相対値基準。原則用)①欄又は、
表 (相対値基準・小規模法人用)④欄ヘ

V 第

第

(注意事項)

社員の会費に関する基準について確認するため、会則等や社員名簿の提示を求める場合があります。

基 準 基準を満たしている旨を証する書類の名称とその内容等 判  定

イ
社員の会費の額が合理的な基準に

より定められている

定款の附則 6に 「年会費 正会員 (個人・団体)100
円」と規定。

は い・いいえ

ロ
社員 (役員等を除く。)の数が 20
人以上である

社員名簿に10人登載 (う ち役員 4名、役員親族 1名 )
(2024年 3月 31日現在 )

は い ・ いいえ

円

%

ヽ
ツ
´
¨ヽ

②



ψ

V

書式第 6号の(T)(法第44条・ 51条・ 58条関係 )

認定基準等チェック表  (第 2表 )

(注意事項)

③ については、小数点以下第 3位を切り捨てた数値を記載してください。

法人名 特定非営利活動法人八王子つばめ塾
チェッタ相

2 実績判定期間における事業活動のうち次の活動の占める割合が 50%未 満であること ′

イ 会員等に対する資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供 (以下「資産の譲渡等」という。)、 会
員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会員等である活動 (資産の譲渡等のうち対価を得

ないで行われるもの等を除く。)
日 会員等、特定の団体の構成員、特定の職域に属する者、特定の地域に居住し又は事務所その他こ
れらに準ずるものを有する者その他便益の及ぶ者が特定の範囲の者である活動 (会員等に対する資産の

譲渡等を除く。)
(注意事項) 特定の地域とは、一の市区町村の区域の一部で地縁に基づく地域をいいます。
ハ 特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動
二 特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動

実績 判 定期 間

すべての事業活動に係る金額等 ①
(指標 )

39過型 67円

① のうちイ～二の活動に係る金額等 ② 3,017,582 Fl

会員等に対する資産の譲渡等の活動 (対価を得ないで行わ

るもの等を除く。)に係る金額等
◎ o円

イ

会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会

員等である活動に係る金額等
⑤

2 ∞ 182 E

便益が及ぶ者が特定の範囲の者である活動に係る金額等 ◎
o円

ロ

特定の著作物又は特定の者に関する活動に係る金額等 〇 114,400 H

特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求

める活動に係る金額等
◎

0円

合 計  (⑥ +(D+◎ +①+◎ ) ① 3,017,582円 0

③ 7.57Yo
( )

基準となる割合



V

書式第 7号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表 ) (初葉)

(注意事項)

・ □定基準等チェック表 (第 3表)は、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規種等提出書類)の提出時において
も記載及び添付する必要があります。その場合、上記口の記載の必要はありません。

・ 日定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に配載した
事項について、改めて記載する必要はありません。

特定非営利活動法人八王子つばめ塾 チ ェ ッ ク 相法人名

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること
イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ 3分の 1以下であること

{1}役員及びその親族等

② 特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等
口 各社員の表決権が平等であること
ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記

録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金餞の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

項   目

区   分

役員数

最 も人数が

多い 「親族

等」のグルー

プの人数

割 合

(②―

①)

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の規

族等」のグループの人数

割 合

(④ =①)

① ② ③ ④ ⑤

③ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

⑮ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時 4人 0人 0% 0人 0%

イ

(注 1)

(注 2)

ロ

各欄の人数等は、第3表付表1「役員の状況」から転配してください。

③及び⑤については、小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してください。

各社員の表決権が平等である ③ ⑥ ◎ ① ◎ ① 申請時

はい

いいえ

はセヽ

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

′

上記を証する書類の名称とその内容等



ハ

0餞 当する項目を0で日み、監壺L明書又は第3壼付豊 2 『颯簿組■の状況」を重付してください。

項
日

【 ③ ⑥ ◎ ① ◎ ① 申請時

会計について公認会計士又は監査法人の監査

を受けている

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

は い

い`

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の

保存を青色申告法人に準じて行っている

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ いいえ

項
日

【 ④ ⑮ ◎ 〇 ◎ ① 申請時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽

の記載がある等の不適正な経理の有無
有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有。国

W

V

第 3表 (次葉)

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項

について、改めて記載する必要はありません。

「認定基準等チェック表」 ( 3表)記載要領

○ 二において、「費途が明らかでないもの」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないものを

いい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を明らか

にしない支出がある場合も、当然に r費途が明らかでないもの」があることになり、認定を受けることはできません。

注 意 事 項記 載 要 領項   目

区分欄の「④～①」の各欄には、実績判定期間の各事

業年度 (又は各年)を記載します。

第 3表付表 1「役員の状況」を記載して、「①」、「②」

及び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

イの各相

「上記を証する書類の名称とその内容等」相

には証する書類の内容を文言のとおりに記載し

ます。

口の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」相には、例

えば、「定款 (又は会則)第○条に『各正会員の表決権

は、平等なものとする』と規定」のように記載します。

① 「会計について公認会計士又は監査法人の
監査を受けている」の_■壁L」

② 「帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿
書類の保存を青色申告法人に準じて行ってい

表付表 2「帳簿組織の状況上をi董し丞量し
て生ださLL

場合には監査証明書を添付

に「o」 した

る」の二は[\] t: lol

さい。してくだ

た場合には、第 3

ハの各相 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「④」から「①」については、イに記載する各期

間 (「③」から
'①
」)を示したものです。

該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「④」から「①」については、イに記載する各期

間 (「③」から「①」)を示したものです。

二の各相

記載要領の補足



書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第 3表付表 1

つ

V

役 員 の 内 訳

氏  名 住  所 職名 続柄等

就 任 等 の 状 況

③ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申諸時
就任・退任

年月日

小宮 位之

須永 正巳

林 晃太郎

小布施 洋

 

理事

理事

理事

監事

○

○

○

○

2013年 10月 28口

“

任

2016年 4月 1日
=任

2015年 4月 1曰 軋任

2018年 9月 l口 ●任

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項

について、改めて記載する必要はありません。

法人名 特定非営利活動法人八王子つばめ塾 ◎ (D ◎ ① ◎ ① 申 請 時

役  員  数 人 人 人 人 人 人 4人

人 人 人 人 人 人 0人

人 人 人 人 人 人 0人



｀ン
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書式 第 9号 (法第 44条・51条・58条関係 )

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

(記11日願 )

・ 「伝票又は帳簿名」欄は、例えば「入金伝漂し、「出麺 、「撮讐佃晨|、 1覇瞼出納帳」、「総勘定元根」などのように記載します。

・ 「左の帳簿等の形態」欄は、「単環コ、「′レーズリーフ」、「装T颯簿」などのように記載します。
・ 「配Hヒ鷹

"馳

欄ま、鴫関口、晦日」、嘔 1回 のよう|ヨロ載しま丸
・ 露定の有効期間の:鵬驚)申椰こ当たつて|よ 法第5条第:項に基づく書類 (役員報野口闘限出書類)に

=蘭
:した内容に1瞑

がないときは、添付を省略することができます。

法人名 特定非営利活動法人人王子つばめ塾

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

総勘定元帳
会計ソフト (曇馳)使用
ノレーズリーフ

都度 7年

仕訳帳
会計ソフト (曇

")使
用

ノレーズリーフ
都度 7年
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書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表 (第 4表 ) (初葉)

∝意中D
・ 「認定基準等チェック表 (第 4表)」 は、法第5条第1項に基づく書類 (役員輛酬規潤簿提出書寿Dの掴出時においても配載
及び添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第4表 (次葉)」 0'峨び二)の記載及び添付の必要はありま

せん。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第5彙第 l項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書獨Dに記載した事項につい
て、改めて配載する必要はありません。

法人名 特定非者和」活動法人ノヽ王子つばめ塾 チェフタ欄

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること
イ 宗教活動又は政治活動等を行っていないこと
口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法

人と当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当

法人の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う

者、上記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の顔の占める割合が80%以上
であること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

′

イ

項 目 ③ ⑥ ◎ ① ◎ ① 申宙申寺

宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者を

教化育成する活動
有 有・□ 有 □ 有 有 有 ・無 有

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれこ

反対する活動
有・□ 有 有 有・□ 有・□ 有・無 有 □

特定の公職の候補者若しくは公職にある者

又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反

対する活動

有・□ 有・□ 有 有・□ 有・□ 有 。無 有

項 目 ◎ ⑥ ◎ ① ◎ ① 輔 軒

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対

する報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他

役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供

与の有無

有・目 有・□ 有・日 有・□ 有。□ 有・無 有・□

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特別の利益の供

与の有無

有。□ 有・□ 有・□ 有。□ 有・国 有。無 有・国

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特男11の利溢の供与の有無
有・目 有・□ 有・□ 有・□ 有・□ 有・無 有。国

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の

有無

有。国 有・□ 有・□ 有。日 有・□ 有。無 有・国

日

戸 ]

」

,需1
邸

| 国

,¬
.出 |



W

V

(第 4表 次葉)

(注意事項)

・「認定基準等チェック表 (第 4表 次葉)」 (ハ及び二)は、法第55彙第 1項に基づく書類 (役員報酬規程●提出書
類)の提出時には配載及び添付の必要はありません。
・『ハ及び二」の③については、小数点以下第3位を切り捨てた数値を記載してください。

項
日

【 実績判定期間

事 業 費 の 総 額 ① 39,848,367円

特定非営利活動に係る事業費の額 ② 39,848,367円

使用した指標 単位

100%特定非営利活動の割合 (②÷①)

項 目 実績判定期間

受 入 寄 附 金 総 額 ① 58,477,408F:]

② 40,998,367円
受入寄附金総額のうち特定非営

利活動に係る事業費に充てた額

③ 70.1096受入寄附金の充当割合 (②二① )

ハ

注・「ハ」について、事業費以外

の指標により計算を行う場

合には、使用した指標及び

単位を■職してください。

二幽塑壁墨生虹壺重菫
料を壼世L二くださし上

※ハ、二について、実績判定期間中に「特定資産」等の勘定科目を設定した場合、その旨を明記して下さい。

勘 定 科 目 金 額

未来のつばめ特定

資産
1,150,000円

③
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書式第11号 (法第44条・51条・58条関係)

役員等に対する報酬等の状況 第 4表付表 1

(注意事項)

「役員等に対する責産の出波等の状況等 (第 4表付表 1)」 は、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等

提出書類)の提出時には配載及び添付の必要はありません。
・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に配載
した事項について、改めて配載する必要はありません。

法人名 特定非営利活動法人人王子つばめ塾

役員、社員、職員若 しくは寄附者若 しくはこれらの者の配偶者若 しくは三親等以内の親族又はこれ |

らの者 と特殊の関係にある者 (注 1)(以下「役員等」 という)に対する報酬又は給与の支給 (実績判 |

定期間及び申請書の提出日を含む事業年度開始の日から申請書の提出の日までに行った取引等)につ |

(注 1)「役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と |

特殊の関係にある者」とは次の者が該当します。                            |
1  役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族       |
2  ①の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者              |
3  (Dの者の使用人及び使用人以外の者で「役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若し |

の親族」から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者                 |
4  ②又は③に掲げる者の配偶者若しくは三親等以内の親族でこれらの者と生計を―にしている者     |

イ 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況 (口 を除く。)

氏 名 職 名
法人との関係

(注 2)

報酬・給与の

区   分
支給期 間等

支 給 金

額

 報酬 2019年 4月 1日～

2024年 7月 26日

5,460,000円

(注 2)注 1の①～④の内容を具体的に記述します。

ロ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額

集計期間 2019年 4月 1日 2024年 7月 26日

給与を得た職員の総数 左記の職員に対する給与総額

3人 95,192円
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書式第12号 (法第44条・51条・58条関係)

役員等に対する資産の譲渡等の状況等 第4表付表2(ち口D

G意中O
・ 「役員等に対する責産の朧漬等の状況等 (第 4表付表2)」 |よ 法第5条第1項に基づく書類|(役員報酬規程悧日出■Dの提
出時には記載及び添付の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては 法第5条第 1項に基づく書類 (役員欄酬規程等提出書恒)に配載した事項につい
て、添付を省略することができます。

法人名 特定非謗 活動法ガ 旺 1子つばめ塾

1 役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と
特殊の関係 0にある者 (以下「役員等」という)又は役員等が支配する法人に対する資産の譲渡等 像整判
定基□固2菫≦」聖1壺望 2曇L」旦二重菫壺墓生基盤11:ことELI■」団 塾⊇」型 1⊆≧旦菫 EビコLΞ」L」型ヨ豊 )について以下

の項目を記載してくださしヽ

(注)「特殊の関係」とは次に掲げる関係をいいます。

① 婚姻の届出をしていなしが事実上螂 関係と同様の事情にある関係

② 使用人である関係及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している関係

③ 上記Э又|ま0に掲げる関係にある者の配偶者及び三親等以内の親族でこれらの者と生計を―にしている関係

(1)資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

取 引 先 の 氏 名 等
法 人 との

関   係
譲 渡 資 産 の 内 容

護  渡
年 月 日

譲 渡 価 格 そ の 他 の 取 引 条 件 等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

(2)資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

取 引 先 の 氏 名 等
法 人 との

関   係
貸 付 資産 の 内容

貸  付
年 月 日

対 価 の 額 そ の 他 の 取 引 条 件 等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円
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第 4表付表 2(次葉)

(注意事項)

「役員等に対する資産の凛波等の状況等 (第 4表付表 2)」 は、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出

書類)の提出時には記載及び添付の必要はありません。
.認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した
事項について、添付を省略することができます。

(3}役務の提供 (施設の利用等を含む。)

取引先の氏名等
法人との

関係
役務の提供の内容

役務の提

供年月日
対価の額 その他の取引条件等

地代家賃の支払 2019年

4月 1日

～ 2024

年 7月

26日

2019年 4月 ～2021年 3月

月額 :35,000円

2021年 4月 ～2022年 3月

月1優|:40,000円

2022年 4月 ～

月額 :45,000円

建物賃貸借契約書に基づく

2,535,000円

円

円

円

2 役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営に関する事項
(該当する事項がある場合にその内容を具体的に記載してください。)

該当なし

3 支出した寄附金 (実績判定期間及び申請書の提出日を含む事業年度開始の日から宝請書の提出の
日までに支出した寄附金)

支出先の名称等 住所等 支出年月日 支出金額 寄附の目的等

2019年 4月 1日

～2024年 7月 26

日

1,334,768円 奨学金

2019年 4月 1日 ～

"24年
7月 %日

4,142,00()円 奨学金

2019年 4月 1日 ～

2024年 7月 26日
7,620,000円 奨学金

2019年 4月 1日～

2024年 7月 26日
1,822,000円 奨学金

2019年 4月 1日～

2024年 7月 26日
460,000円 奨学金

"19年
4月 1日 ～

2024年 7月 26日
54,000円 奨学金
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書式第 13号 (法第44条・51条・58条関係 )

認定基準等チェック表  (第 5表 )

(注意事項)

・日定基準等チェック表第 5表は、送第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及び添

付する必要があります。

・認定の有効期間の更新の申睛に当たつては、添付の必要はありません。

法人名 特定非営利活動法人八王子つばめ塾 チェフク欄

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれ
をその事務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等 (個人の住所又は

居所に係る記載の部分を除いたもの)

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類
ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程
ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他
一定の事項等を記載した書類

へ 助成の実績を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこ

れをその事務所において閲覧させることに同意する。

※口覧に関する綱則 (社内規則)等がある場合には、その細則 (社内規則)等を添付してくださしヽ

同  意

する しない

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人
以上の者の氏名及び住所又は居所を記した書面)

② 役員名簿
③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)
※いずれも認定基準の対象となるのは、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項
② 資産の護渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項
③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項
・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位 5者との取引
・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれら
の者と特殊の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法
人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄

附金の額及び受領年月日

⑤ 役員等に対する報酬又は給与の状況
a 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況 (bに係る部分を除く。)

b 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日
⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施 日

助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

/



書式第14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

し

V

法人名 特定非営利活動法人人王子つばめ塾

認定基準等チェック表  (第 6表 )

認定基準等チェック表  (第 7表 )

認定基準等チェック表  (第 8表 )

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過し
ていること

チェッタ欄

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 年  月  日

∝意中Q
・ 法第55条第1項に基づく魯順 (役員報酬麟□り日出薔 Dの提出申こ当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8]D
!よ 記載する必要はありません。

・ 躍定の有効期間の更新の申請に当たっては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第3表)の記載の必要はありません。また、法
第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書順)に記載した事項について、改めて配載する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第
29条の規定により所轄庁に提出していること

チェック相

特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

④ ⑤ ◎ ④ ◎ ①

有 ・ 無 有 。 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 鉦
ハ

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利

益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェック相

/

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第 7表)iよ 法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に配載及

び添付する必要があります。

③ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

有 ・ 無 有 ・ 無 有 盤
小
有 ・ 無 有 。 無 有 ・ 無 有



書式第 15号‐(法第 44条・51条・58条関係 )

欠格事由チェック表

法人名 特定非営禾1括動法人人王子‐つばめ塾 チェック欄

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法
人は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合
イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を取り消され
た場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当腋特
例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの
口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者
ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法 204条等

い )若

しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は日税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、

罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
二 曇力国の構成員等∝2)
2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過tない法人
3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しないま人 (圏
庭二重臼□塵墨塑Lび1巴塵望塑生2歯lロヒ」霊i置

`2壺

i壼吐L二1lL」□璽田盟型量」壁豊堕亘ユ菫」量」菫壁圭」□艶コ型lヨL菫型墾生巨堕び
i」馴塁慶道菫:璽堕聾堕塁:生回型堕世量空:二重垂塑量 1」堕盤勉処:2上菫超盤麟四堕盪墜の屋」壼望堡型」型堕主主)。

5国 税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は曇力団の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のいずれ力ヽこ該当する者の有無

認定特定非営

"い
潮定を取り消された場合又は特優認定特定非営和幡動法人が特夕厠定

を取り消された場合において、その取消しの1原因となった事実があった日以前1年内に当該認定特

定非営稲 難 人又は当該特伊1認定特定非営利洞 法人のその業務を行う理事であった者でその

取消しの日から5年を経過しない者の有無

有 □

禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5

年を経過しない者の有無
有・□

特定非営利活動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に瀬 したことにより、若しくは刑

法第2∝ 条等若しくは暴力行為等処罰1法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関す

る法律に瀬 したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けるこ

とがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

有

暴力団の構成員等の有無 有・回

つ
一 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 はい。

は い ・定款又|ま事業計画:書の内容が法令等に違反している法人 回圏

4 国税又は地方税の滞納処分の中府がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しなし滋人
は い ・ いいえ

書顕

添付

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、上置」こ堡奎函整題曇置』菫塑望菫壁奎量≧型菫塑睦延盟書

_■こ124.L」曽[gIEttl墜饉」:童』堕菫I丞II」 i口璽]=」ピ量21」塑1菫:L:』菫l[墜」」目」轡」墜≧:」】EZ国壼[日:璽E董≧重」±主:奎二上____
※その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

※

`」

員報副傷簾欝輔巳」書には滉詐ナラ憚要

はい・０̈ 国税に係る重加算税又は地方税に係る重力[鮮1金を課された日から3年を経過しなし法人 回盟

０^ 次のいずれ力ヽ こ該当する法人

暴力団 は い ・

暴力団又は暴力団の桔成員等の統制下にある法人 はい・

つ

ψ

/

イ

ロ

いヽ

ヽ



書式第16号 (法第44条・51条・ 58条関係)

寄附金を充当する予定の事業内容等

法人名 特定非営利活動法人人王子つばめ塾

事   業   名 具 体 的 な 事 業 内 容
実施予定

年  月

実施予

定場所

従事者の

予定人数

受益対象者の

範囲及び予定

人    数

寄附金充当

予 定 額

児童および学生

のための学習支

援活動

経済的に困窮してい

る子供たちへの学習

支援と関連活動

通年
八王子

市 内の

法 人事

務所・公

共施設

約 50人 多摩地域の

経済的に困

窮 している

約 1∞人の学

生

35,Oα 3,000

円

V

ヽ_′




